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No.471 の里 新庄
■人口動態■
令和３年４月30日現在

（  ）内は先月比
男 ……… 421人(－1）
女 ……… 469人(－2）
計 ……… 890人(－3）
世帯数 … 392戸(±0）

・令和３年５月20日発行・〒717－0201 岡山県真庭郡新庄村役場総務企画課　☎(0867)56－2626 FAX56－2629・冨士印刷㈲印行
・新庄村のホームページ　http://www.vill.shinjo.okayama.jp/

『今年も満開の桜が綺麗に咲き誇りました！』『今年も満開の桜が綺麗に咲き誇りました！』
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新庄村の給与・定員管理等について
１　総括
⑴　人件費の状況（普通会計決算）

歳 出 額　
　　　　Ａ区　分 住民基本台帳人口　

  　（R２年１月１日） 実質収支 人件費率
　Ｂ／Ａ

人 件 費　
　　      Ｂ

01年度 人
９１４

(参考)　　　　　　
30年度の人件費率

％
11.6

％
16.5

千円
1,611,649

千円
16,901

千円
266,748

⑵　職員給与費の状況（普通会計決算）

    千円
89,115

    千円
35,148

    千円
15,945

区　分

01年度     人
29

計　Ｂ
    千円
140,208

給　 料 期末･勤勉手当職員手当
給　　　　　与　　　　　費職員数

    Ａ
(参考)類似団体平均
一人当たり給与費

(参考)類似団体平均
一人当たり給与費

千円
5,48

千円
4,834

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
　　　２　職員数は、２年４月１日現在の人数である。
　　　３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいない。
⑶　ラスパイレス指数の状況 （注）１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の

　　　　給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
　　　　を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の
　　　　行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算
　　　　した指数。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している
　　　　団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
※　２年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント
　以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、③100を
　超えている場合について、その理由及び改善の見込み

⑷　給与制度の総合的見直しの実施状況について
【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直
し等に取り組むとされている。
①給料表の見直し　　　　②地域手当の見直し　　　　③その他の見直し内容
　　　該当なし　　　　　　　　該当なし　　　　　　　　　該当なし

⑸　特記事項
　　　なし
２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
⑴　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２年４月１日現在）

平均給料月額 平均給与月額平均年齢
291,639 円
416,066 円

―
334,436 円

264,006 円
335,002 円
329,433 円
294,413 円

平均給与月額
(国比較ベース)
272,039 円
365,817 円
408,868 円
323,405 円

区　分
36.9 歳
43.5 歳
43.4 歳
40.6 歳

新庄村
岡山県
国

類似団体

①一般行政職

②技能労務職

平均給与月額
(A)

平均給与月額
(国比較ベース)平均給料月額職員数平均

年齢
対応する
民間の職種

平均
年齢

うち労務員
214,000 円
214,000 円

-
287,283円
273,384円

－
用務員
－
－
－

岡山県

221,100円
221,100円

-
328,862円
288,547円

1人
1人
-

2,319人
　２人

国

40.0歳
40.0歳
-

50.8歳
48.6歳類似団体

221,100円
221,100円

-
―

295,674円

A/B
参考

－
1.06
－
－
－

平均給与月額
(B)

民間

－
55.9歳
－
－
－

－
207,900円
－
－
－

新庄村

区　分
公務員

民間(D)

区　分

－ －
公務員© C/D

－

参考
年収ベース（試算値）の比較

3,608,600円 1.26うち労務員
新庄村

2,862,400円
※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している（平成29～31年の３ヶ年平均）。
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（C)」及び「民間（D)」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度
　に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。
（注）１　「平均給料月額」とは、２年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当
　　　　の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）
　　　　で算出している。



新庄村（R2）

国家公務員（R2）

国 10 級

国９級

国８級

国７級 国６級

国５級

国４級
国３級

国２級

国１級
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⑵　職員の初任給の状況（２年４月１日現在）
新　庄　村 岡　山　県 国

182,200円
150,600円
－
－

区　　　　分
194,300円
157,900円
－
－技能労務職

一般行政職 182,200円
150,600円
134,200円
132,300円

大 学 卒
高 校 卒
高 校 卒
中 学 卒

⑶　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２年４月１日現在）
経験年数25年経験年数20年 経験年数30年経験年数10年

－
－
－
－

－
－
－
－

一般行政職
区　　　　分

－
328,900円
－
－技能労務職

294,400円
－
－
－

大 学 卒
高 校 卒
高 校 卒
中 学 卒

⑴　一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２年４月１日現在）
３　一般行政職の級別職員数等の状況

人
３

％
9.3

課長、会計管理者、保育所長、課長補佐の
職務

円
289,700

係長又は主任の職務

課長補佐、主幹の職務

円
146,100

円
195,500

円
264,200

円
231,500

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、
保育士、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士の職務

人
２

１号給の
給料月額

％
31.3

人
１０

％
6.2

％
25.0

人
８

定型的な業務を行う主事、保育士、保健師、看護師、
栄養士、歯科衛生士、主事補の職務

％
25.0

人
８

円
381,000

円
410,200

人
１

構成比

円
319,200

円
393,000

円
247,600

最高号給の
給料月額

円
304,200

円
350,000

％
3.1

１　級

区　分 標準的な職務内容

課長、会計管理者、保育所長の職務

２　級

職員数

６　級

３　級

５　級

４　級

（注）１　新庄村の給与条例に基づく給料表の級
　　　　区分による職員数である。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級
　　　　に該当する代表的な職務である。

（注）平成１８年に８級制から６級制に変更して
　　いる。（旧給料表の１級及び２級並びに４級
　　及び５級をそれぞれ統合）

⑵　国との給料表カーブ比較表
　　　（行政職（一））（２年４月１日現在）
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⑶　昇給への人事評価の活用状況（新庄村）

　　上位、標準、下位の区分

　　標準、下位の区分

○

　　活用している昇給区分 昇給可能な区分 昇給実績がある区分

　　上位、標準の区分

3年度以降

一般職員

昇給実績がある区分

○

令和2年4月2日から令和3年4月1日
までにおける運用 管理職員

昇給可能な区分

　　活用予定時期 3年度以降
ロ． 人事評価を活用していない

イ． 人事評価を活用している

　　標準の区分のみ（一律）

○勤勉手当への人事評価の活用状況（一般行政職）（新庄村）

　　上位、標準、下位の成績率

　　標準、下位の成績率

○

　　活用している成績率 支給可能な成績率 支給実績がある成績率

　　上位、標準の成績率

3年度以降

一般職員

支給実績がある成績率

○

令和2年度中における運用 管理職員

支給可能な成績率

　　活用予定時期 3年度以降
ロ． 人事評価を活用していない

イ． 人事評価を活用している

　　標準の成績率のみ（一律）

⑴　期末手当・勤勉手当
４　職員の手当の状況

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（３１年度支給割合）
　期末手当      勤勉手当
　2.60月分      1.90月分
（   －  )月分   (   － )月分

1人当たり平均支給額（31年度）
　　　　　　　１，１８７千円

（３１年度支給割合） 
　期末手当      勤勉手当
　2.60月分      1.90月分
（1.30 )月分    (0.95 )月分

岡    山    県
1人当たり平均支給額(31年度)

　　　　　　　１，７５２千円

新    庄    村

（３１年度支給割合） 
　期末手当      勤勉手当
　2.60月分      1.90月分
（1.30 )月分    (0.95 )月分

－
国

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10～25％

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　15～25％

⑵　退職手当（２年４月１日現在）
新　　　　　庄　　　　　村

（支給率）　　　自己都合　　　応募認定・定年
勤続 2 0 年　　19.6695月分　　24.586875月分
勤続 2 5 年　　28.0395月分　　33.27075 月分
勤続 3 5 年　　39.7575月分　　47.709　 月分
最高限度額　　47.709 月分　　47.709　 月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置
　　（割増率２～４５％）
1人当たり平均支給額   　346千円

（支給率）　　　自己都合　　　応募認定・定年
勤続 2 0 年　　19.6695月分　　24.586875月分
勤続 2 5 年　　28.0395月分　　33.27075 月分
勤続 3 5 年　　39.7575月分　　47.709　 月分
最高限度額　　47.709 月分　　47.709 　月分
その他の加算措置
　定年前早期退職特例措置
　　（割増率２～４５％）

国

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、30年度に退職した職員に支給された平均額である。

⑶　地域手当（２年４月１日現在）

支給対象職員数支給対象地域 支給率

支 給 実 績（31年度決算）

国の制度（支給率）

０千円
支給職員１人当たり平均支給年額（○年度決算） ０　円

人
人
人
人
人

人
人
人
人
人

      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％

      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％
      ０  ％
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５　特別職の報酬等の状況（２年４月１日現在）

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合におけ
　　　　る退職手当の見込額である。

        ２６０，０００ 円　
    （ ２６０，０００ 円）
        ２１０，０００ 円　
    （ ２１０，０００ 円）
        １９０，０００ 円　

   （ １９０，０００ 円）

       ６３０，０００ 円　
    （ ６３０，０００ 円）
       ５５０，０００ 円　
    （ ５５０，０００ 円）

議　　　　　長
副　　議　　長
議　　　　　員

村 長

副 村 長

村 長
副 村 長

区　　　　　分

議　　　　　長

副　　議　　長

議　　　　　員

村 長
副 村 長

　（算定方式）   　　　　　　　（１期の手当額）　　　　（支給時期）
給料月額×500/100×在職年数　　　12,600,000円　　　　　　任期ごと
給料月額×300/100×在職年数　　　 6,600,000円　　　　　　任期ごと

　      （31年度支給割合）
               ３．４５   月分

給

　料

　      （31年度支給割合）
               ４．１０   月分

    828,000円／448,000円

    667,000円／457,000円

給　　　　料　　　　月　　　　額　　　　等
（参考）類似団体における最高／最低額

    318,000円／186,300円

    265,000円／129,600円

    257,000円／109,000円

期
末
手
当

退
職
手
当

報

　酬

備　　　考

⑷　時間外勤務手当

職員１人当たりの平均支給額（30年度決算）

職員１人当たりの平均支給額（31年度決算）
支給実績（31年度決算）

支給実績（30年度決算）
133 千円

3,480 千円

81 千円
2,520 千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（31年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数
　　　（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む
⑸　その他の手当（２年４月１日現在）

支給率 千円
６８８

異なる

千円
３，７９９

支給実績
（31年度決算）

千円
１，１９５

管理・監督の地位にあ
る職員に支給
給料月額の5％

千円
１，７００

扶養親族のある職員に
支給
（支給月額）
配偶者6,500円、扶養親
族たる子10,000円、父
母等6,500円、扶養親族
たる子のうち満16歳の
年度初めから満22歳の
年度末までの子につき
5,000円加算

同じ －通勤距離が片道2km以
上である職員に支給
（支給月額）
交通機関等の利用者1カ
月の運賃相当額
支給限度額55,000円
自動車等の交通用具使
用者は通勤距離区分よ
り支給2,000円～31,600
円

同じ －月額12,000円を超える
家賃を払っている場合
、家賃の月額により支
給
支給限度額27,000円

同じ －

国の制度と
異なる内容

千円
２，１６５

円
１２７，２００

円
２５４，４００

－

支給職員１人当たり
平均支給年額
（31年度決算）

円
１００，８００

円
３０９，６００

同じ

円
１５０，０００

住居手当

扶養手当

手　当　名
国の制度
との異同内容及び支給単価

通勤手当

1回4,200円宿日直手当

管理職手当
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（各年４月１日現在）⑴　部門別職員数の状況と主な増減理由
６　職員数の状況

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

議会
総務
税務
農林水産
商工
土木
民生
衛生

消防部門
教育部門

一
般
行
政
部
門

１人
９人
１人
３人
２人
２人
７人
４人

７人 ８人

３３

病院
水道
その他

小　　　計

小　　　計

１人
９人
１人
４人
１人
４人
９人
４人

４人

２９人

平成31年

－

計

５人

３８人
－

３３人

３人
１人
３人

５人
１人
２人

人事異動による増
人事異動による減
人事異動による増
人事異動による増

＜参考＞
 　人口１万人当たり職員数　503.28人

[     ]

４６人

[49人]

　２

△１

４０人

[49人]

＜参考＞                       
 　人口１万人当たり職員数　361.05人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　193.01人）

主　な　増　減　理　由

合　　計

＜参考＞                       
 　人口１万人当たり職員数　415.75人
（類似団体の人口１万人当たりの職員数　227.27人）

人事異動による増

臨時職の増

人事異動による減

　３

　１

　１
△１
　２
　２

　会
計
部
門

公
営
企
業
等

　１
－

対 前 年
増 減 数

区　分
部　門

普
　通
　会
　計
　部
　門

令和2年
職　　員　　数

⑵　年齢別職員構成の状況（年４月１日現在）

職員数

32歳
～
35歳

36歳
～
39歳

28歳
～
31歳

区　分
20歳
～
23歳

20歳

未満

24歳
～
27歳

56歳
～
59歳

60歳

以上

40歳
～
43歳

52歳
～
55歳

48歳
～
51歳

44歳
～
47歳

人
２

人
２

人
２

人
５

人
２

人
０

計

人
４６

人
３

人
３

人
４

人
７

人
６

人
１１

（単位：人・％）⑶　職員数の推移

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

２７
４

－
３１
６

２８
４

－
３２
７

３０
３

－
３３
６

２８
５

－
３３
６

２９
４

－
３３
７
４０３９ ３９総合計 6人(13.0％)３９３７

過去５年間
の増減数（率）
３人(9.1％)
１人(20.0％)
　－　　(－)
5人(13.2％)
１人(12.5％)

４６

３１年３０年 ２年２９年２８年
３３
５
－
３８
８

一般行政
教育
消防

普通会計計
公営企業等会計計

年度
部門別 ２７年
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令和２年度じげおこし事業の取り組みをお知らせします令和２年度じげおこし事業の取り組みをお知らせします
地区名

がいせん桜団地

野土路
高　下
中　谷
浦　手
梨　瀬
大　原
滝の尻
田　浪
二ツ橋
戸　島
田　井
田　中
鍛冶屋
幸　町
上　町
本　町
中　町
東　町
西　町
旭　町
茅　見
大　所
田中住宅
カケ住宅

地区内清掃活動、公民館周辺環境美化作業

公民館周辺・河川清掃、愛宕宮祭り、山の神清掃

梅林手入れ、夏祭り・愛宕祭り、美しい村づくり清掃活動、秋季荒神祭り、公民館清掃

美しい村づくり清掃活動、薬師堂夏祈祷、公民館・河川敷清掃、笠抜水路清掃、御鴨神社春祈祷

綱打ち、観音様祭り、田浪神社祭り

愛宕山祭、中山線もみじ・桜周辺草刈り、山の神秋・春祭

田井川清掃、石仏様草取り清掃、龍王神社周辺の草刈り、龍王神社祭り、イノシシ捕獲器解体、と
んど祭り

緑と花いっぱい運動、宇賀神社清掃

大山咋神社・伊勢の宮神社祭り、緑と花いっぱい運動、愛宕祭、賽の神の祭り、初寄合、とんどさ
ん、オレンジハート講演会

事　　　　業　　　　内　　　　容

公民館清掃、諏訪神社・八幡荒神社清掃・秋祭り・初祈祷

山の神水路土砂上げ・草刈り作業、緑と花いっぱい運動、夏祈祷、春祈祷、環境美化活動、谷の名
称継承事業

黒観音堂清掃作業、公民館周辺清掃作業

住宅周辺の草刈り、クリーン作戦

桜通り清掃、緑と花いっぱい事業、水路清掃

隼鷹祭り、荒神・山の神祭り及び周辺清掃

河川草刈り、地区内水路清掃

大所橋周辺草刈り、公民館清掃

さくら団地内及び花壇の花植え・草取り、ゴミステーション清掃

住宅内草刈り

地区夏祈祷、緑と花いっぱい事業、公民館清掃、新庄川・戸島川清掃

地区内川清掃、谷田道草刈り、山の神祭り

美しいメルヘンの里づくり、花見会、緑と花いっぱい事業、夏祈祷、河川草刈り

愛宕山参道･水源地草刈り清掃、とんど焼き

緑と花いっぱい事業、秋の大宴会（イベントは中止となった）、地区内イルミネーション、とんど
さん、町並み小川清掃

地区内清掃活動、空き家などの除雪

　
４
月
９
日
、

春
の
交
通
安
全

県
民
運
動
の
一

環
と
し
て
、
道

の
駅
　
が
い
せ

ん
桜
新
庄
宿
前

に
て
、
交
通
安

全
関
所
を
開
設

し
ま
し
た
。

　
今
年
度
も
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
予

防
対
策
の
た
め
、

国
道
脇
か
ら
啓

発
の
み
の
実
施

と
な
り
ま
し
た
。

　
当
日
は
真
庭
警
察
署
・
真
庭
交
通
安

全
協
会
・
真
庭
交
通
警
察
協
助
員
・
新

庄
村
交
通
指
導
委
員
の
協
力
の
も
と
、

看
板
や
旗
を
掲
げ
て
、
通
過
車
両
へ
の

啓
発
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　
春
の
交
通
安
全
期
間
中
に
は
、
桜
の

開
花
と
と
も
に
多
く
の
観
光
の
方
が
来

村
さ
れ
ま
し
た
が
、
村
内
に
お
い
て
は

事
故
の
発
生
も
な
く
、
無
事
に
活
動
を

終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
今
後
も
引
き
続
き
、
交
通
安
全
意
識

の
向
上
と
交
通
事
故
防
止
に
む
け
た
活

動
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
ご
意
見
等
あ
り

ま
し
た
ら
、
交
通
係
ま
で
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

（
総
務
企
画
課
　
岩
佐
）

交
通
安
全
関
所
の
開
設
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４
月
３
日
（
土
）
し
だ
れ
桜
通
り
を

会
場
に
「
ベ
ッ
キ
オ
バ
ン
ビ
ー
ノ

2021

」
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
訪
れ
る
地
域
の
観
光
交
流
と
賑
わ
い

の
創
出
、
震
災
復
興
支
援
、
交
通
事
故

遺
児
の
就
学
支
援
を
目
的
と
し
た
イ
ベ

ン
ト
と
し
て
、
今
年
で
17
回
目
の
開
催

と
な
り
ま
し
た
。
岡
山
県
の
各
名
所
を

巡
る
企
画
と
し
て
、
新
庄
村
に
は
毎
年

春
に
来
村
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
会
場
と
な
っ
た
し
だ
れ
桜
通
り
に
は

昭
和
47
年
ま
で
に
製
造
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
製
を
中
心
と
し
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ

ー
約
80
台
が
ず
ら
り
と
並
び
ま
し
た
。

　
当
日
は
が
い
せ
ん
桜
も
満
開
に
な
り
、

お
客
様
に
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
カ
ー
と
が
い

せ
ん
桜
の
両
方
を
満
喫
し
て
い
た
だ
け

ま
し
た
。

　
参
加
者
の
皆
様
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
開

催
及
び
感
染
症
対
策
に
つ
い
て
多
大
な

る
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
誌
面

を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
産
業
建
設
課
　
小
畑
）

　
４
月
９
日
（
金
）
一
般
社
団
法
人
新

庄
村
農
業
公
社
の
事
務
所
開
設
式
が
農

業
公
社
事
務
所
（
旧
沢
住
宅
）
に
て
行

わ
れ
ま
し
た
。

　
理
事
・
監
事
出
席
の
下
、
農
業
公
社

坂
本
理
事
長
、
小
倉
村
長
、
磯
田
議
長

に
て
公
社
事
務
所
へ
看
板
を
設
置
し
ま

し
た
。

　
農
業
公
社
で
は
新
庄
村
で
の
耕
作
放

棄
地
の
減
少
と
儲
か
る
農
業
の
実
現
に

向
け
て
担
い
手
農
家
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
運
営
を
行
っ
て
お
り
、
４
月
か
ら

は
村
内
約
６
ha
の
農
地
が
農
地
中
間
管

理
機
構
を
活
用
し
借
受
け
さ
れ
、
主
に

水
稲
ヒ
メ
ノ
モ
チ
栽
培
と
白
ネ
ギ
の

栽
培
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
の
事
務
所
開
設
に
よ
り
堆
肥
セ

ン
タ
ー
に
て
行
っ
て
い
た
事
務
や
農
業

公
社
総
会
や
理
事
会
、
農
地
の
利
用
調

整
会
議
等
に
利
用
し
て
い
く
計
画
で
す
。

　
農
業
公
社
事
務
所
開
設
に
あ
た
り
、

多
く
の
関
係
各
位
か
ら
ご
指
導
、
ご
支

援
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

（
産
業
建
設
課
　
竹
本
）

　
４
月
20
日
（
火
）
創
生
セ
ン
タ
ー
会

議
室
に
お
い
て
「
地
域
農
業
活
性
化
に

向
け
た
協
定
書
調
印
式
」
が
開
催
さ
れ
、

新
庄
村
、
株
式
会
社Sunso

（
本
社
：

観
音
寺
市
）、
こ
と
京
都
株
式
会
社

（
本
社
：
京
都
市
）
の
３
者
間
で
、
農

業
振
興
の
相
互
協
力
を
目
的
と
す
る

連
携
協
定
が
締
結
さ
れ
ま
し
た
。

　
今
後
、
新
庄
村
内
に
株
式
会
社

Sunso

と
、
こ
と
京
都
株
式
会
社
の
合

弁
に
よ
る
現
地
法
人
を
設
立
し
、
新
庄

村
及
び
近
隣
の
農
地
を
有
効
活
用
し
た

青
ネ
ギ
を
中
心
と
し
た
園
芸
作
物
の
生

産
振
興
に
加
え
、
地
域
農
業
の
担
い
手

育
成
と
雇
用
等
の
支
援
、
地
域
農
業

の
発
展
向
上
を
目
指
し
た
取
組
を
進

め
て
い
く
予
定
で
す
。

（
産
業
建
設
課
　
竹
本
）

ベ
ッ
キ
オ
バ
ン
ビ
ー
ノ2021

農
業
公
社
事
務
所
開
設

地
域
農
業
活
性
化
に
向
け
た

協
定
書
調
印
式
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区 分
村　内

３月期
件 数
死 者

軽 傷
重 傷

0
0
0

0件
0人
0人

2
0
0

9件
0人

0 0人 2 8人
3人

本年の累計 ３月期 本年の累計
真庭市内

事

故

３月期の交通事故発生状況

（総務企画課　岩佐）

予
約
先

　
津
山
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　
0
8
6
8
‐
3
1
‐
2
3
6
0

＊
自
動
音
声
案
内
が
始
ま
り
ま
し
た
ら

　
①
番
を
押
し
、
次
に
②
番
を
押
し
て

　
下
さ
い
。

※

相
談
内
容
を
把
握
す
る
た
め
、
前
日

　
ま
で
に
必
ず
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の
と
、
本
人

　
確
認
が
で
き
る
免
許
証
、
保
険
証
な

　
ど
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

　
代
理
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の

　
状
況
に
よ
り
、
中
止
す
る
こ
と
も
あ

　
り
ま
す
。
ご
理
解
の
程
よ
ろ
し
く
お

　
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
住
民
福
祉
課
　
髙
橋
）

　
６
月
の
年
金
相
談
日
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

日
　時

　
6
月
10
日(

木)

　
10
時
〜
12
時

　
　
　
　
　
　
　
　
13
時
〜
16
時

　
6
月
24
日(

木)

　
10
時
〜
12
時

　
　
　
　
　
　
　
　
13
時
〜
16
時

場
　所

　
真
庭
市
役
所
久
世
本
庁
舎

年
　金
　相
　談

お

ら
知

せ

《
戸
籍
の
動
き
》

令
和
３
年
４
月
受
付
分

５
月
の
納
税

固
定
資
産
税
（
１
期
）

納
期
限
　
５
月
31
日
（
月
）

　
今
月
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
戸
籍
の
動
き
」
へ
の
掲
載
希
望
に

つ
い
て
、
遠
慮
な
く
住
民
福
祉
課
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

（
住
民
福
祉
課
　
髙
橋
）

　
集
団
予
防
接
種
に
よ
る
Ｂ
型
肝
炎
感

染
被
害
者
の
救
済
を
目
指
す
全
国
Ｂ
型

肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団
で
は
、
以
下
の

日
時
に
て
、
休
日
の
電
話
相
談
会
及
び

岡
山
市
説
明
会
を
実
施
し
ま
す
。
Ｂ
型

肝
炎
給
付
金
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
内
容

を
問
わ
ず
ご
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

相
談
料
は
無
料
で
す
。
な
お
、
当
弁
護

団
で
は
平
日
日
中
（
午
前
９
時
か
ら
午

後
５
時
（
正
午
の
時
間
帯
は
除
く
）
）
、

以
下
と
同
じ
番
号
に
て
、
随
時
ご
相
談

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

●
休
日
電
話
相
談
会

　
令
和
３
年
６
月
26
日
（
土
）
、
同
月

27
日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
１
０
時

か
ら
午
後
４
時
ま
で

●
岡
山
市
説
明
会

　
令
和
３
年
６
月
27
日
（
日
）
午
後
１

時
30
分
か
ら
（
午
後
２
時
30
分
受
付
終

了
）

　
岡
山
交
流
セ
ン
タ
ー
・
イ
ベ
ン
ト
ホ

ー
ル
（
８
階
）
（
岡
山
県
岡
山
市
北
区

奉
還
町
２
丁
目
２
番
１
号
）

●
連
絡
先

　０
１
２
０-

１
０-

６
５
８
９

●
実
施
団
体

　
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護
団

（
弁
護
団
長
我
妻
正
規
（
広
島
弁
護
士

会
所
属
））

（
総
務
企
画
課
　
稲
田
）

（
新
庄
村
俳
句
教
室
よ
り
）大

月

　幸
子

金
盛

　啓
子

三
鴨

　浩
子

田
中

　艸
林

今
月
の
俳
句

コ
ー
ヒ
ー
の
ぬ
く
も
り
を
手
に
パ
ズ
ル
解
く

花
嫁
に
新
庄
宿
の
花
吹
雪

菜
の
花
に
見
送
ら
れ
行
く
新
天
地

花
冷
や
そ
ぞ
ろ
歩
き
の
宿
場
み
ち

　
　
　
　
　
　
　
　（
ご
一
緒
に
俳
句
を
詠
ん
で
み
ま
せ
ん
か
）

Ｂ
型
肝
炎
給
付
金
・
休
日
電

話
相
談
会
／
岡
山
市
説
明
会

の
ご
案
内
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４
月
23
日
（
金
）、「
一
般
社
団
法
人

む
ら
づ
く
り
新
庄
村
」
が
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
当
該
法
人
は
、
村
内
の
各
種
課

題
の
解
決
や
、
地
方
創
生
に
関
す
る
取

組
等
に
つ
い
て
、
行
政
に
代
わ
っ
て
よ

り
機
動
的
か
つ
柔
軟
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
を
目
的
に
、
株
式
会
社
ま
ち
づ
く

り
新
庄
村
を
改
組
す
る
形
で
設
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。

【
役
員
】

代
表
理
事
　
　
石
藤
　
延
史

理
　
　
事
　
　
磯
田
　
博
基

理
　
　
事
　
　
稲
田
　
泰
男

理
　
　
事
　
　
佐
川
　
　
旭

理
　
　
事
　
　
齋
田
　
英
次

理
　
　
事
　
　
千
葉
　
智
明

監
　
　
事
　
　
髙
村
　
茂
博

監
　
　
事
　
　
石
藤
　
博
子

【
連
絡
先
】

所
在
地
　
新
庄
村
一
一
四
三
番
地
四

（
咲
蔵
家
．
内
）

℡
　
０
８
６
７-

５
６-

７
５
５
０

　
今
後
と
も
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（
総
務
企
画
課
　
中
山
）

一
般
社
団
法
人
む
ら
づ
く
り

新
庄
村
の
設
立
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皆
様
、
変
異
株
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が

出
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
せ
っ
か
く
の

Ｇ
Ｗ
も
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た

が
お
元
気
で
し
ょ
う
か
？
コ
ロ
ナ
対
策

は
引
き
続
き
、
し
っ
か
り
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
さ
て
、
今
回
は
健
康
カ
レ
ン
ダ
ー
に

も
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
５
月
31
日

は
世
界
禁
煙
デ
ー
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
影
響
に
つ
い
て

お
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
受
動
喫
煙
に
よ
っ
て
リ
ス
ク
が
高
ま

る
病
気
に
は
肺
が
ん
、
虚
血
性
心
疾
患
、

脳
卒
中
、
乳
幼
児
突
然
死
症
候
群
が
あ

り
ま
す
。
全
国
で
年
間
約
１
５
，
０
０

０
人
が
、
受
動
喫
煙
を
受
け
な
け
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
疾
患
で
死
亡
せ
ず
に
済
ん
だ

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
喫
煙
す
る
際
に
は
、
望
ま
な
い
受
動

喫
煙
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

周
囲
の
状
況
に
配
慮
す
る
よ
う
心
が
け

ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
自
身
の
健
康
管

理
も
し
っ
か
り
行
い
ま
し
ょ
う
。

※

受
動
喫
煙
に
よ
っ
て

リ
ス
ク
が
高
ま
る
病
気

脳
卒
中
・
・
（
１
．
３
倍
）

肺
が
ん
・
・
（
１
．
３
倍
）

虚
血
性
心
疾
患
・
・
（
１
．
２
倍
）
乳

幼
児
突
然
死
症
候
群
・
・
（
４
．
７

お
元
気
で
す
か
？

倍
）
（
　
）
・
・
・
受
動
喫
煙
を
受
け

て
い
る
者
が
、
受
け
て
い
な
い
者
に
比

べ
、
病
気
に
な
る
リ
ス
ク
が
何
倍
か
。

【
出
典
：
喫
煙
と
健
康
　
喫
煙
の
健
康

影
響
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
・
国
立

が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
が
ん
情
報
サ
ー
ビ

ス
】

『
従
業
員
・
被
保
険
者
の
禁
煙
を

支
援
し
た
い
と
思
っ
て
い
る

企
業
・
団
体
の
皆
様
』
岡
山
県
禁
煙
治

療
時
助
成
事
業
支
援
金
の
実
施
し
て
ま

す
。

実
施
期
間
：
令
和
３
年
度
〜
令
和
５
年

度
。
興
味
が
あ
る
方
、
ま
た
、
詳
細
を

知
り
た
い
方
は
住
民
福
祉
課
　
窓
口
に

チ
ラ
シ
置
い
て
ま
す
。
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

（
住
民
福
祉
課
　
山
口
）

○
と
き
　
６
月
８
日
（
火
）

○
場
所
　
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

○
受
付
時
間

（
午
前
）
９
時
〜
11
時
30
分

（
午
後
）
15
時
30
分
〜
16
時
30
分

○
検
診
内
容

（
午
前
）

・
特
定
健
診
、後
期
高
齢
者
健
診

・
35
〜
39
歳
国
保
健
診

・
肺
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

・
胃
が
ん
検
診

・
大
腸
が
ん
検
診

（
午
後
）

・
子
宮
が
ん
検
診

・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

○
お
願
い

①
受
付
を
さ
れ
る
方
は
最
初
に
総
合
受

付
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

②
感
染
症
対
策
の
一
環
と
し
て
密
を
避

け
る
た
め
、
受
付
時
間
を
地
区
ご
と
に

分
け
ま
す
。
な
る
べ
く
こ
の
時
間
帯
に

お
越
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
ご
協
力
お

願
い
し
ま
す
。

・
９
時
〜
９
時
30
分

　
野
土
路
、
高
下
、
中
谷
、
浦
手
、
大

　
原
、
カ
ケ
住
宅

・
９
時
30
分
〜
10
時

　
滝
の
尻
、
田
浪
、
二
ツ
橋
、
田
井
、

　
田
中
、
田
中
住
宅

・
10
時
〜
10
時
30
分

　
梨
瀬
、
鍛
冶
屋
、
幸
町

・
10
時
30
分
〜
11
時

　
上
町
、
本
町
、
中
町
、
東
町
、
西
町
、

　
旭
町
、
が
い
せ
ん
桜
　
団
地

・
11
時
〜
11
時
30
分

　
戸
島
、
茅
見
、
大
所

※
胃
が
ん
検
診
を
受
け
ら
れ
る
方
は
、

長
時
間
の
絶
食
を
避
け
る
た
め
、
こ
の

時
間
に
関
わ
ら
ず
早
め
に
お
越
し
い
た

だ
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

③
時
間
短
縮
の
た
め
、
検
診
票
等
（
後

日
配
布
し
ま
す
）
は
ご
自
宅
で
記
入
し

て
き
て
く
だ
さ
い
。
記
入
が
で
き
て
い

る
方
か
ら
順
に
ご
案
内
し
ま
す
。

④
肺
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診
に
つ
い
て
は
、

検
診
車
内
で
肌
着
、
無
地
の
Ｔ
シ
ャ
ツ

一
枚
（
ボ
タ
ン
も
不
可
）
に
な
れ
る
格

好
で
、
ズ
ボ
ン
も
金
具
が
少
な
い
も
の

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

⑤
胃
が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
当
日
は
絶

飲
・
絶
食
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。
前
日

は
検
査
の
10
時
間
前
ま
で
に
夕
食
を
済

ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
水
に

限
っ
て
は
コ
ッ
プ
一
杯
（
200
ミ
リ
リ
ッ

ト
ル
程
度
）
ま
で
、
検
査
の
２
時
間
前

ま
で
飲
ん
で
い
た
だ
い
て
か
ま
い
ま
せ

ん
。

⑥
今
回
特
定
健
診
を
希
望
さ
れ
ず
、
が

ん
検
診
の
み
を
希
方
さ
れ
る
方
は
、
８

月
28
日
（
土
）
に
肺
・
胃
・
大
腸
が
ん

検
診
を
実
施
し
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く

そ
ち
ら
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
密
を

避
け
る
た
め
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

⑦
来
場
時
に
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
な

る
べ
く
私
語
は
お
控
え
く
だ
さ
い
。
当

日
風
邪
症
状
の
あ
る
方
は
来
場
を
お
控

え
い
た
だ
き
、
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

⑧
送
迎
が
必
要
な
方
は
、
前
日
６
月
７

日
（
月
）
ま
で
に
住
民
福
祉
課
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

※

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
後
日
配
布

の
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
住
民
福
祉
課
　
谷
川
）

健
康
ま
つ
り
の
お
知
ら
せ
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岡山県

　
岡
山
県
で
は
、
次
の
と
お
り
「
自
転
車
安
全
利

用
５
則
」
を
定
め
て
い
ま
す
。
自
転
車
は
、
便
利
で

環
境
に
も
優
し
い
乗
り
物
で
す
が
、
車
の
仲
間
で
す
。

交
通
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

〈
自
転
車
安
全
利
用
５
則
〉

１
　
自
転
車
は
、
車
道
が
原
則
、
歩
道
は
例
外

２
　
車
道
は
左
側
を
通
行

３
　
歩
道
は
歩
行
者
優
先
で
、
車
道
寄
り
を
徐
行

４
　
安
全
ル
ー
ル
を
守
る

　
　
・
飲
酒
運
転
・
二
人
乗
り
・
並
進
の
禁
止

　
　
・
夜
間
は
ラ
イ
ト
を
点
灯

　
　
・
交
差
点
で
の
信
号
遵
守
と
一
時
停
止
・
安

　
　
　
全
確
認

　
　
・
運
転
中
の
携
帯
電
話・傘
さ
し
運
転
の
禁
止

５
　
子
ど
も
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

　
ま
た
、
自
転
車
が
加
害
者
に
な
り
、
高
額
な
損

害
賠
償
請
求
を
受
け
る
場
合
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

万
一
に
備
え
、
賠
償
責
任
保
険
や
傷
害
保
険
へ
の
加

入
も
検
討
し
ま
し
ょ
う
。

（
総
務
企
画
課
　
岩
佐
）

　
新
庄
村
に
乗
り
入
れ
路
線
の
あ
る
真
庭
市
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ
ス
　
ま
に
わ
く
ん
に
つ
い
て
、
６

月
か
ら
新
落
合
病
院
開
院
に
伴
い
、
一
部
の
路
線
の

ダ
イ
ヤ
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
新
庄―

久
世
ル
ー
ト
の
時
刻
変
更
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
時
刻
表
は
６
月
広
報
と
あ
わ
せ
て
各
戸
に
配
布
し
ま

す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
真
庭
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
真
庭
市
く
ら
し
安
全
課
（
０
８
６
７

‐

４
２‐

１
０
１
７
）
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
総
務
企
画
課
　
岩
佐
）

５
月
は
自
転
車
月
間
で
す

ま
に
わ
く
ん

　時
刻
表
に
つ
い
て
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社
協
だ
よ
り
理
想
の
福
祉
を
目
指
し
て

４
月
の
活
動

８
日
　
令
和
２
年
度
監
査
（
３
名
）

16
日
　
第
一
回
女
性
部
会
（
５
名
）

19
日
　
第
一
回
役
員
会
（
10
名
）

　
役
員
改
選
と
な
る
令
和
３
年
度
、

新
た
な
顔
ぶ
れ
で
の
女
性
部
会
、
役

員
会
か
ら
始
ま
り
、
左
記
の
方
が
新

役
員
と
し
て
選
任
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
２
年
間
で
す
。

　
会
　
長
　
岡
本
　
　
勇

　
副
会
長
　
牧
野
　
好
正

　
　
　
　
　
女
性
部
長

　
理
　
事
　
佐
山
　
仁
美

　
　
　
　
　
河
井
　
信
五

　
　
　
　
　
宍
戸
　
勝
利

　
　
　
　
　
上
田
　
嘉
一

　
　
　
　
　
共
楽
ク
ラ
ブ
会
長

　
監
　
事
　
勝
部
　
弘
和

　
　
　
　
　
坂
本
　
元
利

　
　
　
　
　
（
４
月
30
日
現
在
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
）

　
単
位
ク
ラ
ブ
で
の
役
員
選
出
に
苦

　
社
協
へ
の
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
5
6‐2
0
0
1

慮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
く
、
ま

だ
新
役
員
が
決
ま
ら
な
い
状
態
の
ク

ラ
ブ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ク
ラ
ブ
名

の
み
の
記
載
も
あ
り
ま
す
が
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

　
尚
、
令
和
３
年
度
の
総
会
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
投
与
と

同
時
期
と
な
る
た
め
、
開
催
中
止
を

決
定
し
ま
し
た
。

６
月
の
活
動
予
定

10
日
　
岡
山
県
老
連
評
議
員
会

15
日
　
第
一
回
奉
仕
作
業

年
間
行
事
予
定

７
月
29
日
　
高
齢
者
地
域
リ
ー
ダ
ー

　
　
　
　
　
研
修
会
（
津
山
市
）

９
月
24
日
　
美
作
地
区
高
齢
者
ゲ
ー

　
　
　
　
　
ト
ボ
ー
ル
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鏡
野
町
）

９
月
29
日
　
真
庭
地
域
老
人
ク
ラ
ブ

　
　
　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
大
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
真
庭
市
）

10
月
８
日
　
岡
山
県
総
合
社
会
福
祉

　
　
　
　
　
大
会
（
岡
山
市
）

10
月
19
日
　
中
学
生
と
グ
ラ
ウ
ン
ド

　
　
　
　
　
ゴ
ル
フ
を
楽
し
む
会

　
子
供
の
頃
の
よ
う
に
５
月
５
日
の

端
午
の
節
句
を
祝
う
た
め
、
さ
く
ら

の
里
の
利
用
者
さ
ま
で
、
鯉
の
ぼ
り

と
か
ぶ
と
を
作
っ
て
楽
し
み
ま
し
た
。

　
元
気
に
大
空
を
泳
ぐ
手
作
り
鯉
の

ぼ
り
と
、
か
ぶ
と
を
か
ぶ
り
「
孫
の

節
句
の
時
に
は
こ
い
の
ぼ
り
を
上
げ

た
な
あ
」
と
昔
を
思
い
出
し
な
が
ら

記
念
撮
影
を
し
ま
し
た
。

老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
の
活
動

こ
い
の
ぼ
り
を
作
り
ま
し
た

　
配
食
サ
ー
ビ
ス
の
お
手
伝
い
を
し

て
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
て
お
り

ま
す
。

　
週
３
回(

月
・
水
・
金)

昼
食
の
お

弁
当
の
調
理
ま
た
は
配
達
で
す
。

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
「
味
菜

の
会
」
へ
加
入
し
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
も
ら
い
ま

す
。

　
詳
細
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集



再生紙を使用しています

中学校だより中学校だより中学校だより

　今年度も、地域の方々や地域の自然とのかかわりをもちながら、充実した学習を始めるこ
とができています。
　４月中旬、「朝の学習」が本格的に始まりました。昨年度に引き続き、読み聞かせをしてい
ただいたり、プリントの採点でご協力をいただいたりしています。
　宍戸誠さんの水田をお借りしてヒメノモチづくりの体験活動を行います。４月２７日（火）、
全校児童で「肥やしまき」をしました。子どもたちにとっての貴重な体験になりました。
　４月３０日（金）には、「朝鍋鷲ケ山登山」を行いました。ボランティアの方に、道々で草
花の名前や見える山の名前を教えていただきながら楽しく登りました。
　めざす児童生徒の姿『地域を愛し誇りに思い地域との共生を考える』の実現に向けて、今
後ともご支援とご協力をお願いいたします。

（新庄小学校　熊谷）
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新入生を迎えて新入生を迎えて
　４月１２日（月）に、生徒会オリエンテーションを行いました。専門委員会の活動、部活
動について２・３年生から説明があり、その後に専門委員会の決定をしました。専門委員の
仕事を責任もって頑張りましょう。
　４月１４日（水）に、新入生歓迎レクリエーションを行いました。毎年、新入生との親睦
を深めることを目的に、スポーツを通じた交流を行っています。学級委員会が企画・運営を
行い、３学年合同でドッジボールとポートボールをしました。生徒全員で楽しくプレーする
ことができました。また、２・３年生は後輩に楽しんでもらうことも忘れずに、パスを回し
たり声を掛け合ったりしながらプレーをすることができました。１年生も積極的にボールに
触れ、とても有意義な時間を過ごすことができました。

（新庄中学校　小川）


